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は じ め に

金融窓口サービス技能検定は、2002年度から「職業能力開発促進法」という
法律に基づき、「国家試験」として実施されています。同検定は、金融機関に
おいて、預金の受入れや払戻し、口座の開設、両替、公共機関への支払代行、
送金、振込などの窓口業務や、投資信託、国債などの債券、年金・保険などの
各種金融商品の販売・相談業務に関し、その担当者の有する技能の程度を検定
し、これを公証する国家検定制度です。2016年度より、制度が改められ、従来
の「テラー業務」と「金融コンサルティング業務」が統合され（ 3級実技試験
を除く）、新たな試験範囲のもと、実施されることになりました。
本書は、2021年 5 月、2022年 1 月、2022年 5 月、2023年 5 月に実施された

「金融窓口サービス技能検定 2 級学科試験」および「金融窓口サービス技能検
定 2級実技試験」において出題された問題を解説した過去問題解説集です。
近年、金融機関では、CS（顧客満足）の向上が急務となっています。CSの
ベースは、「たしかなサービス」です。いくらマナーがよくても、実務がおろ
そかでは、お客さまの信頼や満足を得ることはできません。本書で習得した知
識や技能が、皆さまの利用者へのサービス向上に役立てられ、ひいてはわが国
の金融サービスの健全な発展につながることを期待しています。

� 一般社団法人金融財政事情研究会
� 教育研修事業部
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解答にあたっての注意

1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2020年10月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。
・休眠預金等活用法＝民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る
資金の活用に関する法律
・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律
・振り込め詐欺救済法＝犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復
分配金の支払等に関する法律

3．問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する
政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。
4．問題文中の「金融機関」とは、「銀行」および「協同組織金融機関」を
指し、金融商品取引法上の「登録金融機関」となっているものとします。
5．問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」以外
の投資家をいいます。
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【第 1問】次の各文章（（ 1）から（20）まで）の（　）内に入るべき最も適切
な文章、語句、数字またはその組合せを選び、その番号を解答用紙に
マークしなさい。 〔20問〕

（ 1）2021年 1 月に改訂された金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」
では、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善
の利益の追求、③（　㋐　）の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要
な情報の分かりやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、⑦
（　㋑　）に対する適切な動機づけの枠組み等の 7 つの原則が定められ、
金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく実質において顧
客本位の業務運営を実現することができるよう、「（　㋒　）・アプローチ」
を採用している。

1．㋐利益相反　　　㋑従業員　　　㋒プリンシプルベース
2．㋐個人情報　　　㋑顧客　　　　㋒プリンシプルベース
3．㋐個人情報　　　㋑従業員　　　㋒ルールベース
4．㋐利益相反　　　㋑顧客　　　　㋒ルールベース

 解　説 顧客本位の業務運営に関する原則
2021年 1 月に改訂された金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」で
は、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善の利益
の追求、③利益相反の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要な情報の分か
りやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、⑦従業員に対する適切な
動機づけの枠組み等の 7つの原則が定められ、金融事業者が各々の置かれた状
況に応じて、形式ではなく実質において顧客本位の業務運営を実現することが
できるよう、「プリンシプルベース・アプローチ」を採用している。

【正解】 1

 解　説 
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解答にあたっての注意

1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2020年10月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題は、【第 1問】から【第 ５問】まであります。
3．各問の問題番号は通し番号となっており、《問 1》から《問2５》までと
なっています。
4．解答は、解答用紙に記入してください。
5．問題文中の制度名については、以下のような略称を用いています。
・一般NISA＝非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置
・金融ADR制度＝金融分野における裁判外紛争解決制度
・つみたてNISA＝非課税累積投資契約に係る非課税措置
・NISA＝非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税措置

6．問題文中の「キンザイ銀行」は、外国銀行支店ではなく、金融商品取引
法上の「登録金融機関」となっているものとします。
7．問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」以外
の投資家をいいます。
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【第 1 問】次の設例に基づいて、下記の各問（《問 1》～《問 5》）に答えなさ
い。

《設　例》

2021年 5 月、個人事業主のＡ（70歳）は、自身の相続が起きた時のことを
考え、キンザイ銀行緑町支店で開催される相続相談会に参加することにし
た。緑町支店では、相談会の前に参加者に簡単な質問票を渡しており、Ａも
その質問票で、親族関係と大まかな資産の種類等を回答していた。相談会当
日は、その回答をもとに相談業務担当者ＭがＡを担当することとなった。

【親族関係図】

Ａ

Ｃ Ｄ
（普通養子）

Ｇ Ｅ Ｆ
（既に死亡）

Ｈ

ＪＩ

Ｂ
（既に死亡）

※Ａの事業をＤに継がせるため、 5年前にＡはＤと普通養子縁組を結んで
いる。Ｉは、ＡとＤの養子縁組前に誕生している。

〈Ａの主な所有財産（相続税評価額）〉
1．現預金　　　　　　　：　2,000万円
2．自宅
　　　敷地　　　　　　　：　6,500万円
　　　建物　　　　　　　：　2,500万円
3．株式・投資信託等　　：　1,000万円

〈Ａが加入している生命保険に関する情報〉
保険の種類　　　　　　　　　　　　　：　終身保険
契約者（＝保険料負担者）・被保険者 　：　Ａ
死亡保険金受取人　　　　　　　　　　：　Ｄ
死亡保険金額　　　　　　　　　　　　：　700万円

※現時点で生前贈与等を受けている推定相続人はいない。
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※本問において、特別養子縁組以外の縁組による養子を「普通養子」とい
う。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《問 1》　Ｍは、Ａから、「仮に現時点で私が死亡した場合、誰が相続人となり、
その法定相続分はどうなるのですか」との質問を受けた。Ｍの説明とし
て、次のうち最も適切なものはどれか。

1 ．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分はＣ
さまとＥさまが各 3分の 1、ＤさまとＪさまは各 6分の 1となります」
2．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分は各 3 分の 1
となります」
3．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分は各
4分の 1となります」
4．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｈさま、Ｊさまで、法定相
続分はＣさま、Ｄさま、Ｅさまが各 4分の 1、ＨさまとＪさまが各 8分の 1
となります」

《問 2》　Ｍは、Ａに、普通養子に関する相続について説明した。Ｍの説明とし
て、次のうち最も不適切なものはどれか。

1 ．「普通養子縁組の日から、Ｄさまは、Ａさまの嫡出子の身分を有すること
となります」
2．「ＤさまがＡさまより先に亡くなられた場合、ＩさまはＤさまの代襲相続
人とはなりません」
3．「Ｄさまは、Ｄさまの実方のご両親の相続人にもなれます」
4．「今後仮に、ＡさまがＧさま、Ｉさまと普通養子縁組を結んだ場合、相続
税における遺産に係る基礎控除額を算出する際に、Ｇさま、Ｉさまともに法
定相続人の数として含めることができます」
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《問 3》　Ｍは、Ａから、遺言書について質問を受けた。Ｍの説明として、次の
うち最も不適切なものはどれか。

1 ．「自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書して押印す
る必要があります。ただし、自筆証書遺言に一体のものとして添付する財産
目録は、一定の要件を満たせば、パソコンや代筆等により作成することがで
きます」
2．「公正証書遺言を作成する場合、 2 人以上の証人の立会いが必要となりま
すが、推定相続人は証人となることができません」
3．「公正証書遺言を作成した場合、その遺言を自筆証書遺言によって撤回す
ることはできず、改めて公正証書遺言を作成する必要があります」
4．「自筆証書遺言を法務局（遺言書保管所）に保管する制度があります。こ
の制度を利用した自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所による
検認の手続が不要です」

《問 4》　Ｍは、Ａから、全財産をＤに相続させたい旨の意向を受けて、遺留分
について説明した。Ｍの説明に関する下記の文章の空欄㋐～㋒に入る語
句等の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

遺言によりＤさまに全財産を相続させる際には、他の相続人の遺留分に留
意する必要があります。Ａさまの場合、総体的な遺留分の割合は（　㋐　）
となります。仮に遺留分を算定するための財産の価額を 1 億2,000万円とす
ると、Ｃさまの遺留分の額は、（　㋑　）万円となります。また、今後Ａさ
まが相続人に対して生前贈与を行い、当該贈与が特別受益に該当する場合、
原則として、相続開始前（　㋒　）年間に贈与されたものは、遺留分を算定
するための財産の価額に算入されます。

1．㋐ 2分の 1　　　㋑2,000　　　㋒ 3
2 ．㋐ 2分の 1　　　㋑1,500　　　㋒10
3 ．㋐ 3分の 1　　　㋑2,000　　　㋒ 3
4 ．㋐ 3分の 1　　　㋑1,000　　　㋒10
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《問 5》　Ｍは、Ａに、相続税について説明した。Ｍの説明として、次のうち最
も不適切なものはどれか。

1 ．「Ａさまの相続開始後にＤさまが受け取る死亡保険金は、「500万円×法定
相続人の数」の算式で算出した額を限度として、死亡保険金の非課税金額の
規定の適用を受けることができます」
2．「被相続人の配偶者または一親等の血族以外の者が相続により財産を取得
した場合、その者の相続税額に当該相続税額の 2割に相当する金額が加算さ
れますが、Ｊさまは代襲相続人のため加算の対象となりません」
3．「相続人は、Ａさまが亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、
Ａさまの死亡時における住所地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出する
必要があります」
4．「相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することを困難とする事由が
ある場合、所定の要件を満たすことで、納税者の申請により、相続税額の 2
分の 1の額を限度として、年賦で相続税を納付することができます」
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 解答・解説
《問 1》　相続人の範囲と法定相続分
養子Ｄは縁組の日から養親Ａの嫡出子の身分を取得する（民法809条）。ま
た、被相続人となるＡの死亡より前にＦが死亡している場合には、Ｆの子であ
るＪがＦを代襲して相続人となる（同法887条 2 項）。したがって、Ａが死亡し
た場合、相続人はＡの実子であるＣ、Ｅ、養子であるＤ、実子Ｆの代襲相続人
であるＪとなる。代襲相続人Ｊの相続分もＦが受けるべきであった相続分と同
じとなるため（同法901条 1 項）、法定相続分は各 4分の 1となる。

【正解】 3

《問 2》　普通養子縁組
1 ．適切である（民法809条）。
2．適切である。被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合には、その
者の子が代襲して相続することとなるが、代襲相続人となるには被相続人の
直系卑属である必要がある（民法887条 2 項）。ＤがＡの嫡出子の身分を取得
するのは、縁組の日からであるため（同法809条）、縁組前に出生したＩはＡ
の直系卑属とはならず、Ｄの代襲相続人とはならない。
3．適切である。普通養子は、特別養子の場合と異なり、実方の血族との親族
関係は終了しない（民法817条の 2）。そのため、Ｄは実方の親族の相続人に
なることができる。
4．不適切である。相続税における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円＋
600万円×法定相続人の数」の算式で算出するが、その法定相続人の数に加
える被相続人の養子の数は、被相続人に実子がいる場合には 1人までとされ
ている（相続税法15条 1 項・ 2項）。

【正解】 4

 解答・解説
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《問 3》　遺言書
1 ．適切である。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書
して押印して作成するのが原則であるが（民法968条 1 項）、これと一体のも
のとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録部
分は自書する必要がない（同条 2 項第 1 文）。ただし、遺言者はその毎葉
（両面に記載がある場合はその両面）に署名、押印をする必要がある（同条
2項第 2文）。
2．適切である。公正証書遺言は、公証人が作成する際、証人 2人以上の立ち
会いが必要となる（民法969条 1 号）。なお、未成年者、推定相続人および受
遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の
親族、書記および使用人は、遺言の証人または立会人となることができない
（同法974条）。
3．不適切である。遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部
または一部を撤回することができる。撤回するための遺言の方式は、先に作
成した遺言と同じ方式である必要はない（民法1022条）。
4．適切である。2020年 7 月10日より、法務局（遺言書保管所）で自筆証書遺
言を保管する制度が開始された。当該制度を利用した自筆証書遺言について
は、相続開始後の家庭裁判所による検認の手続が不要である（法務局におけ
る遺言書の保管等に関する法律11条）。  【正解】 3

《問 4》　遺留分
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、総体的な遺留分の額は、遺留分を
算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合には 3 分の
1、その他の場合には 2分の 1の割合を乗じた額とされている（民法1042条 1
項、1043条）。相続人が数人ある場合の個別的な遺留分の額は、上記の総体的
な遺留分の割合に各自の法定相続分（同法900条、901条）を乗じた額とされて
いる（同法1042条 2 項）。そのため、Ｃの具体的な遺留分額は、 1億2,000万円
× 2 分の 1× 4 分の 1 で1,500万円となる。相続人に対する贈与（婚姻もしく
は養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限る）は、相続開始
前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入す
る。
なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたと
きは、10年前の日より前に贈与したものについても、遺留分を算定するための
財産の価額に算入する（同法1043条、1044条 1 項・ 3項）。  【正解】 2
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《問 5》　相続税
1 ．適切である。生命保険の死亡保険金の受取人が相続人の場合、すべての相
続人が受け取った保険金の合計額が、「500万円×法定相続人の数（法定相続
人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる
場合には 1 人、実子がいない場合には 2 人まで）」の算式で計算して非課税
限度額を超えない場合、相続税の課税対象とならない（相続税法12条 1 項 5
号）。
2．適切である。相続、遺贈等により財産を取得した者が、被相続人の一親等
の血族（代襲相続人となった孫（直系卑属）を含む）および配偶者以外の者
である場合は、その者の相続税額にその相続税額の 2割に相当する金額が加
算される（相続税法18条 1 項・ 2項）。
3．適切である（相続税法27条 1 項・ 3項・ 4項）。
4．不適切である。相続税額が10万円を超えた場合、納付を困難とする金額を
限度として、所定の要件を満たすことで、相続税を延納できる（相続税法38
条、39条、同法施行令12条）。
  【正解】 4
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